
様式第１号 
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進捗状況 

 A・・・・順調／B・・・・おおむね順調／C・・・・やや遅れている／D・・・・遅れている／Ｅ・・・・未実施 

第４章 快適な生活基盤のあるまち 

施策目標１  均衡ある発展をめざした土地利用の推進 

施策目標２  地域の特性を生かした都市計画の推進 

施策目標３  高度情報化社会への対応 

施策目標４  コンパクトで、にぎわいのある 

中心市街地の形成 

施策目標５  暮らしを支える生活道路の整備 

施策目標６  利便性の高い広域道路の整備 

施策目標７  誰もが安心して暮らせる住宅 

・居住環境の形成 

施策目標８  上水道の整備 

施策目標９  下水道の整備と水洗化の促進 

施策目標１０ 適正な廃棄物処理対策の推進 

施策目標１１ 自然環境と調和した国営公園の整備促進 

施策目標１２ 潤いとゆとりのある公園・緑地・里山 

の整備と緑化の推進 
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施施策策目目標標１１  均均衡衡ああるる発発展展ををめめざざししたた土土地地利利用用のの推推進進                            ■■ 

 

少子高齢社会の進行等、社会情勢が大きく変化する中、市民の理解と協力のもと、公共の福祉を優先するとともに、本市の持つ自然的、社会的、

経済的、文化的諸条件に十分に配慮し、健康で文化的な生活環境の確保と地域の特性を最大限に生かした市全体の均衡ある発展を目指して、総合的

かつ計画的な土地利用を推進します。 

 

【総合的・計画的な土地利用の推進】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

国土利用計画に基づい

た土地利用の推進 

○土地の有効利用と資質向上 

○地域の特性を生かした土地利用の推進 
企画財政課 

平成 23 年度に今後 10 年間を計画期

間とする第 3 次計画を策定し、市の土

地利用における基本計画として位置付

けることより、各種個別計画との整合

を図っている。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

土地に関する個別計画

の見直し 

○各種個別計画の見直し 

関 係 課 

平成 26 年 3 月に大町市都市計画マス

タープランの改定を行い、県の区域マ

スタープランの改定作業が進行中。（建

設課） 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

総合的・計画的な土地利用が進められていると思う市民の割合 45.7% 65.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

― １２１３４ 企画調整一般経費 企画財政課 

地積調査事業 １６１２３ 美麻地積調査事業 美麻支所 

― １８４１２ 都市計画総務一般経費 建設課 
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施施策策目目標標２２  地地域域のの特特性性をを生生かかししたた都都市市計計画画のの推推進進                             ■■ 

 

車社会の進展や郊外型大型店舗の進出などにより、街なかでの、空き店舗・空き家の増加などが課題となっています。 

都市計画マスタープランに基づき、地域の特性を生かした計画を推進するとともに、計画区域外の豊かな森林と農地を維持・保全することで自然

と調和した住環境の整備を促進します。 

また、都市計画区域の拡大や特定用途制限区域の指定、地区計画の策定など検討します。 

 

【総合性、一体性のある都市計画の推進】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

都市計画マスタープラ

ンに基づくまちづくり

の推進 

○都市計画マスタープランの見直し 

○総合性、一体性を確保した都市計画の推進 

○都市計画マスタープランの地域別構想に基づく、地域の特性を生

かしたまちづくりの推進 
建 設 課 

少子高齢化の進展や市村の合併等、社

会情勢の変化に伴い、コンパクトな集

約型都市構造の構築を目指した大町市

都市計画マスタープランを 25 年度に

改定した。今後は、計画に掲げた施策

の実現に向けて、官民協働のまちづく

りに取り組む必要があるため、市民や

各種関係団体の積極的な参画と連携が

課題となる。 

Ｂ 
（H26:A） 

（H25:A） 

 

【調和と秩序ある都市計画区域・用途区域の設定】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

都市計画区域の拡大 ○居住可能地域全てを都市計画区域とすべきの原則に基づいた都

市計画区域の拡大検討と必要に応じた区域の拡大 

建 設 課 

都市計画マスタープランの中で、一体

の都市として八坂・美麻地区等につい

て、都市計画区域への編入を検討する

ことが位置付けられている。区域を拡

大するためには、地域における生活拠

点を中心としたインフラを整備し、集

約的な居住環境の実現を目指す中で、

それぞれの住民の理解を得ることが必

要となる。 

Ｂ 
（H26:A） 

（H25:B） 
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用途地域の変更・見直

し 

○現況、将来需要予測及び住民要望等に基づく、用途地域の見直し 都市計画マスタープランの中で、現状

と将来のまちづくりの土地利用を勘案

し大規模工場跡地等の見直し検討が位

置付けられている。特に東洋紡跡地に

ついては、土地所有者からの提案に基

づく都市計画用途変更を実施し、現在、

大規模な商業施設の建設が進行中であ

るが、今後は既存の中心市街地と連携

した取り組みが必要となる。 

Ｂ 
（H26:A） 

（H25:B） 

白地地域における計画

的な土地利用 

○常盤地域の国道１４７号周辺、大町温泉郷周辺、木崎湖南側周辺、

国営アルプスあづみの公園東側周辺等の一団の白地地域の計画

的な土地利用の推進 

○特定用途制限地域の検討、地区計画の策定検討 

都市計画マスタープランの中で、現況

の土地利用の確認とともに、社会情勢

の変化等を踏まえ、特定用途地域や地

区計画の必要性について検討すること

が位置づけられている。また、白地地

域には定住促進等の総合的な見地から

住宅立地等の要素はあるものの、周辺

の優良農地の保全を図るとともに、無

秩序な宅地化の抑制に向けて取り組ん

でいく必要がある。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

 

【時代に即応した都市計画道路（街路）の整備】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

都市計画道路の整備 ◆若宮駅前線の整備推進と三日町犬ノ窪線、相生町野口線の整備促

進 建 設 課 

若宮駅前線、三日町犬の窪線、中央通

り線については、社会資本整備総合交

付金を活用し、市及び県事業により計

画的に事業を推進している。 

A 

（H26:A） 

（H25:A） 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

都市計画道路整備率 54.0% 57.0% 建 設 課 57.0% 
一定の事業区間の整備が完了し、整備

率に反映される 
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□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

調和と秩序ある市街地の形成が進められていると思う市民の割合 13.4％ 50.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

― １８４１２ 都市計画総務一般経費 

建設課 県単街路事業 １８４２２ 街路整備事業 

若宮駅前線整備事業 １８４２７ 若宮駅前線整備事業 
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施施策策目目標標３３  高高度度情情報報化化社社会会へへのの対対応応                                         ■■ 

 

これからの高度情報化社会に対応するブロードバンドサービスの普及や情報通信技術の利活用については、一層の推進が求められています。情報

通信技術を活用し市民サービスの利便性の向上を図るとともに、市政への市民参加を促進するため、分かりやすい情報提供と情報共有の充実を図り

ます。 

また、個人情報保護や情報漏えい、災害時等におけるデータ保護の確立など情報セキュリティー対策を推進します。 

ケーブルテレビでは、市民に身近な地域に密着した情報の提供に努め、近隣のケーブルテレビ局と連携するなど自主放送の充実を図り、加入促進

に努めます。 

 

【高度情報化に対応した環境整備の促進と情報通信技術を活用した市民サービスの向上】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

地域情報化の推進によ

る市民参加の促進 

◆利用者の視点に立った市ホームページの内容の充実と機能改善 

◆携帯サイトの構築など、各メディアの特性を生かした効果的な情

報発信の充実 

◆市民意見集約システムの構築など、広聴活動の充実 

◆ホームページやメール配信、防災無線、データ放送などの情報提

供システムの相互連携による重層的な情報提供の充実 

◆ホームページなどを活用した効果的な情報の提供と共有による

市民活動の支援 

◆民間情報通信事業者との連携による情報提供の充実 

◆統合型地理情報システムなど既存システムの活用策の拡充や新

技術の活用による市民が情報を二次利用できる情報提供の充実 

情報交通課 

市ホームページについては、イベント情

報の充実、メルマガシステムの改修によ

る情報発信、ＣＡＴＶデータ放送との連

携、市民活動の情報発信への協力等に取

り組んでいる。引き続き、情報を探しや

すく見やすいサイトの構築を目指すと

ともに、多様なデバイスへの対応を図

り、地域情報化を推進する必要がある。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

電子自治体の推進によ

る市民サービスの利便

性の向上 

◆電子申請届出システムの拡充など、行政手続のオンライン化によ

る行政サービスの高度化の推進 

◆各種証明書の自動交付、コンビニエンスストア交付など、タッチ

パネル操作の情報端末の導入検討 

◆施設予約システムの導入や図書館蔵書検索システムの機能充実 

施設予約システムの運用を開始し、利用

者の利便性向上と予約管理事務の効率

化に一定の効果が表れてきているが、さ

らに市民サービスを向上するための電

子申請届出システムの搭載手続数を増

やしていく。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 
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 など、市民の学習活動への支援 

情報交通課 

  

地域ネットワークの有

効活用 

◆国や大学などと連携した実証実験への利用促進 

◆ネットワークの双方向機能を活用した市民サービスの提供 

◆庁内の各課横断的な地域情報化推進体制の見直し 

双方向性を有するネットワークの特性

を活用し、高齢者の見守りができるシス

テムを構築していく。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

地域の活性化 ◆ビデオオンデマンドやパノラマカメラなど動画配信の活用によ

る地域の情報発信力の充実 

◆ホームページの外国語表記の構築 

◆市所蔵の写真や映像のデジタルアーカイブ化を推進し、市民への

公開による二次利用の促進 

機械翻訳によりホームページの多言語

化（英語、中国語、簡体、繁体、ポルト

ガル）は実施済。デジタルアーカイブに

ついては写真の公開がスタートしてい

る。今後は動画配信に積極的に取り組ん

でいく。 

Ｂ 

（H26:B） 

（H25:B） 

効率的な行政運営 ◆情報通信システムの広域的な共同利用の推進 

◆アプリケーションサービスプロバイダーサービスやクラウドコ

ンピューティングなど民間サービスの活用と新たな技術の活用

推進 

○行政事務の電子化の推進 

新規システムについてはASPサービス

を導入した。さらに行政事務の電子化を

進めるとともに、システムの共同利用に

ついて検討を進める。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

情報セキュリティー対

策の推進 

○情報通信システムの適正な維持管理によるネットワークシステ

ムへの不正侵入、情報改ざん、漏えい等、防止対策の推進 

◆シンクライアントの導入や適正な情報機器の維持管理の推進 

◆災害等に対応したデータ保護の確立 

ネットワークシステムについては、外部

委託も含め、適正な維持管理に努めてい

る。災害時に対応可能なデータ保護につ

いては、専門家を交えて検討していく。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

情報通信基盤の整備 ○市内情報通信基盤の平準化を図るため、八坂・美麻地区における

情報通信基盤の更新に合わせたネットワーク統一の整備推進 

◆民間と連携した高度情報通信基盤の整備促進 

八坂・美麻地区の情報通信基盤の更新に

向けて検討を行っている。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

意識啓発と人材育成 ○市民の情報活用能力向上を図るためのＩＴ基礎講座の開催 

○民間や市民団体が開催する応用講座などへの支援策の検討 

○市民開放端末の充実 

○情報化に対する市民意識の向上と電子行政サービスの利用促進

のための講演会の開催や周知広報の充実 

ＩＴ基礎講座については、一定の役割を

果たしたと判断し、平成 27 年度で終了

する予定。今後は情報化に対する市民意

識の向上のための施策を検討していく。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 
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○情報ボランティア制度の検討 

○職員の情報発信能力向上と情報セキュリティー意識向上のため

の研修機会の充実 

 

 

【ケーブルテレビの充実】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

自主放送番組の充実 ◆魅力ある自主放送番組の内容充実 

◆市民との協働による番組の制作 

情報交通課 

自主放送番組の週刊情報番組「きらり☆

ステーション」、シャイニング・キッズ、

きらり特番等の制作。市議会、市関連選

挙やまびこまつり等の生中継放送を行

っている。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

ケーブルテレビ加入促

進 

◆ケーブルテレビへの加入促進 新築家屋取得者へ加入案内の送付、保

育園や小中学校への番組案内送付を

行っている。 

Ｃ 
（H26:B） 

（H25:B） 

 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

市公式ホームページへのアクセス件数 345,000 件 380,000 件 情報交通課 367,261件 アクセス増につながる工夫が必要。 

電子申請届出システム搭載手続数 3 件 10 件 情報交通課 0 件 システムに関する庁内ＰＲが必要。 

ケーブルテレビ視聴可能世帯数 3,236 世帯 4,400 世帯 情報交通課 3,167 世帯 高齢者世帯の自然減による解約が増えている。 

 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

ＩＴを活用した情報化施策に満足していると思う市民の割合 55.9% 70.0% 
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◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

地域イントラネット管理事業 

統合型地理情報システム管理事業 

総合行政ネットワークシステム管理運営事業 

１２１９１ 情報化推進一般経費 

情報交通課 

１２１９２ IT 講習開催事業 

電子自治体構築基盤整備事業 

公共施設予約システム導入事業 
１２１９３ 電子自治体構築事業 

電算処理事業 

財務会計等システム導入事業 

基幹業務システム最新化事業 

１２１９４ 電算処理委託事業 

― １２１９５ 大町総合情報センター管理運営費 

インターネットサービス整備事業 １２１９６ 美麻情報センター管理運営費 

基幹系サーバ機器広域共同運用事業 

戸籍情報システム広域共同運用事業 
１２１９１２ 北アルプス広域連合負担金 

ケーブルテレビ運営事業 １２１９１３ ケーブルテレビ運営事業 
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施施策策目目標標４４  ココンンパパククトトでで、、ににぎぎわわいいののああるる中中心心市市街街地地のの形形成成                    ■■ 

 

中心市街地では、景気低迷や車社会の進展等厳しい社会経済情勢の中で、空き地や空き店舗の増加など活力の低下が課題となっています。 

中心市街地活性化基本計画に基づき、市民との協働によりコンパクトでにぎわいのある中心市街地の形成を推進するとともに、やる気と熱意ある

活動を積極的に支援し、魅力とこだわりのある商店街づくりを進めます。また、歴史的・文化的特性を生かした市街地の形成を推進します。 

 

【中心市街地活性化】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

コンパクトでにぎわい

のある市街地づくり 

○中心市街地活性化基本計画に基づく、コンパクトでにぎわいのあ

る中心市街地形成 

商工労政課 

中心市街地活性化基本計画に基づくま

ちづくり事業を進めている。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

協働による中心市街地

活性化対策の推進 
○市民、事業者、関係団体，行政等の適正かつ公正な負担原則の確

立のもと、協働による中心市街地活性化対策の推進 

○市民等のまちづくり活動と一体となった商店街づくりの推進 

○市民等の自主的なまちづくり活動への支援 

○魅力とこだわりのある商店街づくりへの支援 

大町まちづくり協議会と連携し、商店

街へのれん・格子の設置、駅前拠点施

設による観光と連携したまち歩き案内

など、魅力のある商店街づくりを支援

している。また、商店街と連携したイ

ベントの実施により市街地のにぎわい

創出に努めている。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

市街地緑化の誘導 ○市民の自主的な緑化活動への支援 

建 設 課 

都市計画区域内で生け垣を設置する工

事に対し、緑化促進と減災対策を目的

とした生け垣設置補助を実施してい

る。また、市街地を中心としたポケッ

トパークの一部については、地域のボ

ランティアによる植栽などの緑化活動

や清掃活動を行っている。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

中心市街地における施

設整備等の推進 

○街なみ環境整備の推進 

○中心市街地の歴史的・文化的特性を生かした中心市街地の景観整

備 

○地域ごとの「まちづくり協定」締結の支援 

「まちづくり協定」を締結している自

治会を対象に、街なみ環境整備事業を

地元とともに実施してきたが、店舗等

の外観改修、ポケットパークや石畳の

整備も完了し、協定の期間満了に伴い

Ｃ 
（H26:D） 

（H25:E） 



様式第１号 

 

事業は終了している。 

今後は中心市街地活性化基本計画等に

基づき、本事業で建設した施設の有効

利用を図るとともに、地元と協働によ

る維持管理を行うことで、地域におけ

る街なみ環境の維持・向上に努めてい

く。 

中心市街地活性化法に

基づく商店街活性化 

○やる気と熱意を持って自主的に取り組む活動への支援 

○歩いて暮らせるコンパクトなまちづくりの推進 

○市街地の定住人口の確保 

◆基本計画の評価検証を行い、次期計画へのステップアップ検討 

商工労政課 

中心市街地活性化基本計画策定委員会

において、新たな基本計画（第 3 次計

画）を策定した。東洋紡跡地の商業施

設計画の状況を考慮して計画の見直し

を進める。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

市街交通量（歩行者・自転車）（年４回調査計） 2,022 人 2,300 人 商工労政課  2,249 人  

 

□市民意識調査（再掲） 

調 査 項 目 基準値 目標値 

中心市街地の活性化に満足していると思う市民の割合 32.3% 55.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

中心市街地活性化事業 １７１１７ 中心市街地活性化事業 商工労政課 

― １８４１２ 都市計画総務一般経費 建設課 



様式第１号 

 

施施策策目目標標５５  暮暮ららししをを支支ええるる生生活活道道路路のの整整備備                                   ■■ 

 

市民が安心して暮らせるよう、生活道路の計画的な整備のほか、歩道の設置など交通安全対策を推進するとともに、除雪や排雪など道路施設の維

持管理を図り、安全で利便性の高い道路網の整備に取り組みます。また、市民参加と協働による雪対策を推進します。 

 

【市道の整備】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

道路改良事業 ○道路の拡幅、交差点改良、自転車レーンの検討 

建 設 課 

生活道路の安全で快適な通行確保のた

め、整備効果のある拡幅改良や道路の

新設工事を計画的に実施している。 

Ｃ 
（H26:D） 

（H25:B） 

交通安全対策事業 ○歩道の設置、安全歩行空間の整備検討 通学路の合同点検の実施や通学路交通

安全プログラムを策定する中で、ゾー

ン３０の設定やグリーンベルトの確保

を中心に、危険個所の改善について取

組んでいる。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:A） 

道路維持事業 

◆舗装の修繕や、橋梁の長寿命化を見据えた予防的な修繕 

道路ストック総点検及び診断を実施す

ることで、道路施設の長寿命化を図る

修繕計画を策定し、橋梁を中心に効果

的な修繕工事を実施している。また、

２６年７月から重要な道路施設には、

５年ごとの法定点検が義務付けられた

ため、今後は持続可能なメンテナンス

サイクルの構築に努めていく必要があ

る。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:A） 

水路維持改良事業 ○水路、道路側溝の改良 日常の点検及び自治会等からの要望に

より、越水被害の防止や老朽化した施

設維持の対策など、効率的な施設維持

に努め、水路、道路側溝の改良工事を

実施している。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 
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雪対策事業 ○市道、歩道の除雪 

○排雪対策の充実 

○流雪溝の検討 

○住民との協働による除排雪の推進 

◆除雪機械の整備 

市道等の除雪は、自治会等からの要望

により、延長が年々増加している。ま

た、市街地における排雪は、地元の要

請により速やかな対応を行っている。

除雪機械については、有利な交付金事

業を導入し適切な更新を図っている。

これらにより、定住促進に向けた重要

な施策として、安心安全な冬期の交通

確保に努めている。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

生活道路の整備率 39.7% 40.2% 建 設 課 39.7％ 用地取得の難航 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

道路・水路の整備に満足していると思う市民の割合 59.4% 75.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

道路維持管理事業 １８２２１ 道路維持管理事業 

建設課 

交通安全施設整備事業 １８２２２ 交通安全施設整備事業 

舗装復旧受託事業 １８２２３ 舗装復旧事業 

道路新設改良事業 １８２３２ 道路新設改良費 

雪害対策事業 １８２４１ 雪害対策事業 

水路維持改良事業 １８３１１ 水路維持改良事業 

 



様式第１号 

 

施施策策目目標標６６  利利便便性性のの高高いい広広域域交交通通のの整整備備促促進進                                  ■■ 

 

 広域的な交流のほか、企業誘致や観光振興、経済活動の基盤となる地域高規格道路松本糸魚川連絡道路など地域の活性化につながる幹線道路の建

設、整備を促進します。 

また、バス・電車などの公共交通は、学生や高齢者などの大切な移動手段です。JR 大糸線、高速バス、大町・長野間特急バス等の利便性の向上

や輸送力強化のほか、地域住民が利用しやすい市民バス路線の運行形態や市民バス以外の移動手段の検討など、地域交通の充実を図ります。 

今後、北陸新幹線の整備により、交通体系の変化が予想されることから、総合的な交通体系のあり方について検討します。 

 

【総合的な交通体系の整備】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

地域高規格道路の整備

促進 

○地域高規格道路松本糸魚川連絡道路の整備促進 

◆大町市街地ルートの定着に向けた意見集約等の促進 

建 設 課 

関係機関、団体と連携し松糸道路の整

備促進を推進している。（同盟会、協

議会による要望活動）また、都市計画

マスタープランの中では、市街地を松

糸道路が通過するルートは、「東ルー

ト案」が最適であると位置づけており、

この案は県の都市計画区域マスタープ

ランの中でも反映されている。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

国道の整備促進 ○国道１９号の２次改築、１４７号、１４８号の整備促進 関係機関、団体との連携により整備促

進を推進している。（各同盟会による

要望活動） 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

県道の整備促進 ○大町麻績インター千曲線、有明大町線、大町明科線、美麻八坂線、

小島木崎（停）線等、幹線県道の整備促進 

関係機関、団体との連携により整備促

進を推進している。（各同盟会による

要望活動） 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

地域内の総合的な交通

体系の整備 

◆地域公共交通総合連携計画の策定 

情報交通課 平成２４年度策定済 

Ａ 
（H26:Ａ） 

（H25:A） 
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地域公共交通総合連携

計画に基づく地域内交

通の充実と強化 

○市民バス「ふれあい号」の利便性の向上と運行 

◆地域住民の利用しやすい交通体系の整備 

○JR 大糸線、中央線、高速バス、大町・長野間特急バス等の地域

住民の生活に即した運行と輸送力強化 

市民バス利用者の利便性を第一として

運行経路や停留所の配置、運行時刻の

設定の見直しなどに取り組んでいる

が、各路線間の組み合わせなどにより、

全ての利用目的や年齢層に合った設定

にできない部分があるが、引き続き利

便性の向上に努めていく。ＪＲや高速

バス等の地域間交通幹線などの利用促

進についても期成同盟会や利用促進協

議会を組織し、利用促進事業を実施し

て取り組んでいるが、年間利用率が低

下している現状から、主にＰＲ事業な

どに継続して取り組む。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

○地域振興バスの運行 

八 坂 支 所 

○高齢者等の診療所への送迎バスの定

期運行や敬老会などに送迎バスを運行

し交通弱者の足の確保を行っている。 

○診療所の送迎バスは、利用者ニーズ

に合わせ運行を実施していることか

ら、山間地の医療確保の面からも一定

の効果を発揮している。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

 

美 麻 支 所 

過疎地域の交通弱者対策として、地域

振興バスの計画的な運行を行なってい

る。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

信州松本空港の利用促

進 

○信州松本空港の利便性向上と利用促進 

観 光 課 

地元利用促進協議会等で周辺市町村等

と連携して利用促進を図っている。ま

た空港と当市までの 2 次交通の整備が

課題となっている。 

Ｃ 
（H26:B） 

（H25:B） 
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▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

市民バス利用者数 96,521 人 100,000 人 情報交通課 94,057 人 

人口減少等による利用者数の減少が進

んでいる。ダイヤの見直し等による利

便性向上の取り組みを検討していく。 

 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

広域的な交通網の整備に満足していると思う市民の割合 50.6% 70.0% 

 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

市民バス運行事業 １２１６６ 市民バス運行事業 
情報交通課 

公共交通対策事業 １２１６７ 公共交通対策事業 

地域振興車両運行管理委託業務 
１２１１１５ 八坂地域振興事業 八坂支所 

１２１１２５ 美麻地域振興事業 美麻支所 

国県道関連事業 １８２１２ 道路橋梁総務一般経費 建設課 
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施施策策目目標標７７  誰誰ももがが安安心心ししてて暮暮ららせせるる住住宅宅・・居居住住環環境境のの形形成成                     ■■ 

 

人口減少や少子高齢社会の進行への対応のほか定住対策を推進するため、居住環境の整備と確保に向けた取り組みを進める必要があります。 

地域の特性を生かした宅地開発の誘導や、優良で低廉な住宅供給、居住環境の向上を目指した住宅改修等を推進します。また、市営住宅の計画的

な改修等住環境整備を推進するとともに、宅地等に関する情報提供についても積極的に進めます。 

 

【優良な宅地の供給】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

民間宅地開発の誘導 ○地域の特色を生かした宅地開発の誘導 

○優良で低廉な住宅供給の支援 

建 設 課 

面的な宅地開発に伴い道路拡幅等が必

要な場合は改良工事を実施し定住対策

の推進に努めてきた。また、民間が行

う宅地開発事業地に対し、事業地の排

水施設整備に補助金を交付する制度を

創設し低廉な住宅供給の支援を行って

いる。 

Ｃ 
（H26:D） 

（H25:B） 

宅地情報等の提供 ○融資制度など、住まいづくりに関する相談体制の充実 

建 設 課 

金融機関と情報交換を密にする中で、

「勤労者住宅建設資金融資利子補給」

など有利な融資制度の斡旋を行うとと

もに、市が支援するマイホーム取得助

成事業の説明など、関係する部署と情

報の共有・連携を図り、住まいづくり

に関する適切な情報提供に努めてい

る。 

Ｃ 
（H26:Ｃ） 

（H25:A） 

商工労政課 

勤労者住宅建設資金融資利子補給金交

付制度を継続し、勤労者の土地購入ま

たは住宅の新増築への支援による定住

促進を図っている。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

○市が保有する宅地情報の提供 

企画財政課 

市及び大町市土地開発公社において分

譲している宅地については、定住促進

係等と連携し、周知するとともにホー

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 
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ムページ等で情報提供している。定住

促進の視点からも現在未利用の公共用

地についても民間への譲渡を検討して

いる。 

住宅等の改修支援 ◆住宅リフォーム等居住環境に係わる支援 

建 設 課 

市民の住環境の向上を促進するととも

に地域経済の活性化を図るため、住宅

リフォーム事業を延長して実施し、所

定の効果を上げることができた。また、

この事業は定住促進を進めるうえで

も、重要な施策として位置づけられて

いる。 

Ａ 

（H26:A） 

（H25:A） 

 

 

【住宅環境の向上】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

市営住宅等の居住環境

の向上 

○計画的な市営住宅建替えの推進 

○魅力ある公営住宅の検討 
建 設 課 

老朽化している市営住宅の整理統合を

実施するため、柿の木団地の解体・撤

去工事を実施した。また、県営住宅と

市営住宅が併設している団地につい

て、県と整備方針の調整を行うととも

に、整備すべき戸数とその手法につい

て検討し、住宅ストックの有効利用に

努めていく。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

住宅や宅地の供給に満足していると思う市民の割合 61.2% 75.0% 

 

 



様式第１号 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

住宅リフォーム促進事業 １８４５５ 住宅リフォーム促進事業 
建設課 

― １８５１２ 住宅管理費 

 



様式第１号 

 

施施策策目目標標８８  上上水水道道のの整整備備                                                   ■■ 

 

安全な水道水を安定して供給するため、水道水源の保全や計画的な施設整備を推進するとともに、老朽化施設の更新や水道施設の耐震化を推進し

ます。また、公営簡易水道についても安定した給水体制を確立するため、水系間の連絡管の整備等を推進します。 

 

【安心・快適な給水の確保】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

水源と水質の保全 ○各水源施設及び水質の保全 

◆情報発信による信頼性の確保 

上下水道課 

水質検査計画に基づく水質保全に努め

るとともに、ホームページ等を利用した

情報発信の取り組み。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

老朽化施設の計画的な

更新 

○老朽化施設の更新 

○鉛給水管の布設替推進 

○石綿セメント管の布設替推進 

老朽化施設の更新について、主として石

綿セメント管路を含む送水管等の基幹

管路の更新に取り組んでいる。 

また、鉛給水管の布設替えについては、

今後、情報発信に加えて、給水装置工事

業者と連携した積極的な取り組みを踏

まえた対策の推進が必要となる。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

災害対策の充実 ○施設の耐震化の推進 

○災害時の給水の安定性の確保 

◆情報の保管体制の整備 

基幹管路の更新に加え、管路の耐震化を

図り、耐震化率の向上を目指す。 

また、送配水施設や、給水施設情報のデ

ジタル化を推進し、計画的かつ効率的な

管理体制の充実を図る。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

 

【経営の効率化】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

事業経営の健全化 ○水道料金の適正化と財源の確保 

○財務会計システムの更新 

○水道料金システムの更新 

上下水道課 

必要な投資と現金収支のバランスを取

り、将来の配水池築造等の大規模投資

のための内部留保資金の確保に努めて

いる。なお、利益が確保でき、原水供

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 



様式第１号 

 

給事業も順調なことから現金預金も増

加しているため、平成１５年以降水道

料金の値上げは行っていない。 

原水供給事業の継続 
◆供給量に余裕のある水源の原水を利用し、水道事業以外に提供す

る付帯事業を継続 

給水収益を補うとともに、資産の有効

活用として実施しており、重要な収入

源と位置付けている。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:B） 

 

 

【公営簡易水道の整備】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

安定した給水体制の整

備 

○給水能力向上のための連絡管の整備促進 

○老朽化した配水管等の更新 

上下水道課 

美麻新行地区水道連絡送水管新設工事

及び八坂菖蒲、押ノ田地区鋼管劣化に

伴う送水管布設替工事の実施。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

管理体制の強化 ○電気計装設備の更新 
八坂地区（水位計ほか） 

美麻地区（揚水ポンプ設備） 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H2６数値 課題等 

石綿管残存数（送・配水管） 2.2km 1.8km 上下水道課 1.8km 
水源・配水池等の更新を踏まえた計画

策定 

基幹管路の耐震化率 4.4% 10.0% 上下水道課 8.2% 
道路舗装復旧等に係る付帯工事費用の

増 

 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

上下水道の整備に満足していると思う市民の割合 73.3% 80.0% 

 



様式第１号 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

送・配水管布設替事業 

４０１１１１ 安心・快適な給水の確保及び事業経営の健全化 

上下水道課 

配水池築造事業 

水道水源等保全対策事業 

電気計装設備更新事業 

車両更新事業 

公営簡易水道送配水管布設替事業 

１２２１１１ （簡水特会）水道施設整備事業 

公営簡水事業電気計装設備更新事業 

公営簡水事業簡易水道統合整備事業 

公営簡水事業水道水源保全対策事業 

水道水温上昇対策事業 

水道系設計積算システム更新事業 

公営簡易水道事業水道施設台帳構築事業 

 



様式第１号 

 

施施策策目目標標９９  下下水水道道のの整整備備とと水水洗洗化化のの促促進進                                     ■■ 

 

本市における下水道事業については、主な管渠工事は終了しました。今後は健全な下水道事業経営を推進するとともに、管渠や処理場等の施設の

適切な維持管理を図るとともに、集合処理区域内の水洗化を促進することが重要となっています。 

 また、今後も合併処理浄化槽の設置を促進して水洗化率を向上させるとともに、設置されている合併処理浄化槽の適正な維持管理を促進します。 

 

【健全な下水道事業経営と水洗化の促進】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

健全な下水道事業経営

の推進 

◆下水道事業の地方公営企業法の適用 

◆適正な使用料水準の確保 

上下水道課 

平成２６年４月に法適化 

平成２７年度に料金改定について審議

会に諮る予定 

Ｂ 
（H26:A） 

（H25:A） 

適切な施設の維持管理

の推進 
◆公共下水道及び農業集落排水施設の長寿命化計画に基づく計画

的な施設の更新 

◆特定環境保全公共下水道の長寿命化計画の策定 

◆必要に応じた末端管渠の整備 

施設の老朽化対策として、大町浄水セ

ンターの整備について長寿命化計画に

基づく改築工事を実施中である。その

他の施設については、設備の健全度状

況により順次、長寿命化計画を策定す

る。 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 

水洗化の促進 ○公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水施設への

接続促進 

○合併処理浄化槽の設置及び適切な維持管理の促進 

合併処理浄化槽の設置については、概

ね順調だが、集合処理区域の接続率の

向上が伸び悩んでいる。 

Ｃ 
（H26:C） 

（H25:C） 

 

▼数値目標 

目 標 項 目 基準値 目標値 担当課 H２６数値 課題等 

公共下水道の水洗化率 59.8% 75.0% 上下水道課 68.0 接続促進 

農業集落排水施設の水洗化率 86.1% 90.0% 上下水道課 85.2 接続促進 

合併処理浄化槽による水洗化率 63.6% 75.0% 上下水道課 100.0  

 

□市民意識調査（再掲） 

調 査 項 目 基準値 目標値 

上下水道の整備に満足していると思う市民の割合 73.3% 80.0% 



様式第１号 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

浄化槽設置事業補助金 
１４２１６ 浄化槽設置推進事業 

上下水道課 

浄化槽管理事業補助金 

下水道接続促進補助事業 

５０１１１３ 接続促進事業 公共下水道区域内水洗化促進事業及び受益者

負担金訪問相談事業 

大町市公共下水道事業（大町処理区） 

５０１２１２ 公共下水道建設一般経費 

大町市特定環境保全公共下水道事業 

（常盤処理区） 

大町市特定環境保全公共下水道事業 

（仁科三湖処理区） 

大町市公共下水道維持管理事業 

大町市特定環境保全公共下水道 

（常盤処理区）維持管理事業 

大町浄水センター長寿命化対策事業 

松川浄水苑長寿命化対策事業 ５０１２１３ 公共下水道建設改良事業 

農業集落排水事業維持管理 ６０１１１１ 農業集落排水事業運営費 

農業集落排水施設最適構想整備事業 ６０１２１１ 農業集落排水建設改良事業 



様式第１号 

 

施施策策目目標標１１００  適適正正なな廃廃棄棄物物処処理理対対策策のの推推進進                                   ■■ 

 

現在稼働している焼却施設は、施設状況調査結果を踏まえた維持補修計画により施設整備を行い、適正な維持管理に取り組んでいます。 

循環型社会形成に寄与し、豊かな自然に配慮した安全でクリーンな施設の維持に向けて廃棄物処理対策を推進するとともにグリーンパーク、クリ

ーンプラントについても、適正な維持管理や節電に取り組み、効率的で安全な施設の維持に努めます。 

 

【廃棄物処理施設の整備と適正管理】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

ごみ処理広域化計画の

推進 

○広域ごみ処理施設の建設促進 

生活環境課 

生活環境影響調査の実施 

一般廃棄物処理施設の基本設計 

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:C） 

最終処分場の整備 ○グリーンパークの適正な管理運営 適正な維持管理運営を実施 

第 1 期埋立跡地の自然エネルギー活用

に向けた貸出事業の実施（太陽光発電

設備の設置） 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

ごみ処理施設の適正管

理 

○環境プラント及びリサイクルパークの適正な管理運営 可燃ごみは、適正に焼却処理を行い、

焼却に伴い発生するダイオキシン類等

の有害物質は規制値をクリアしてい

る。 

資源物は、市民への啓蒙や協力により、

引き取り業者から高い品質評価を受け

ている。 

Ａ 
（H26:A） 

（H25:A） 

し尿処理施設の適正管

理 

○クリーンプラントの適正な管理運営 【取組の状況】 

搬入されたし尿等は、定期の測定・評

価された値により適正な管理運営を行

っている。搬入量減少を背景に省ｴﾝﾙｷﾞ

ｰや消耗部品の交換頻度見直し延長等

効率的な運営を推進している。 

【課題等】 

平成 9 年竣工以来、各設備の保守整備

で安定した運営を確保してきたが、主

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:A） 



様式第１号 

 

要設備の老朽化による、保守・保全費

の増大を余儀なくされている。 

搬入量が半減(設計値比)による運転条

件の制約化・設備の非効率運転等の問

題を抱えている。 

平成 14 年より、運転管理業務を仕様発

注方式により専門業者に委託している

が、施設の効率運営推進のために「包

括的運営管理委託」を継続検討してい

る。又、施設の主要設備である乾燥焼

却設備の制御系の更新時期であるが、

投資が多額である事及び汚泥ﾘｻｲｸﾙ推

進等の観点から、脱水汚泥の外部処理

の検討に着手した。 

施設運営に対して現状維持・改築・下

水放流(汚泥ｽﾗﾘ-又はし尿希釈等)・広域

化等の長期的方向性の検討が必要であ

る。 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

ごみ処理など生活環境整備に満足していると思う市民の割合 73.6% 80.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

ごみ処理広域化推進事業 １４１５７ 北アルプス広域連合負担金 

生活環境課 

一般廃棄物収集運搬委託事業 １４２２３ 一般廃棄物収集運搬事業 

環境プラント運転管理委託事業 

１４２２４ 一般廃棄物処理事業 
環境プラント保守点検委託事業 

ごみ焼却施設ばい煙及びダイオキシン類測定分析委託事業 

環境プラント設備機器修繕事業 



様式第１号 

 

廃棄物処理委託事業 

グリーンパーク水処理施設管理委託事業 １４２２８ 一般廃棄物最終処分場管理事業 

生活環境課 

クリーンプラント運転管理業務委託事業 

１４２３３ し尿処理事業 

クリーンプラント機器点検整備業務委託事業 

脱臭用活性炭交換業務委託事業 

水槽清掃点検及び沈砂処理業務委託事業 

クリーンプラント液位計更新事業 

脱水機・前処理機修繕事業 

クリーンプラント電磁流量計更新事業 

 



様式第１号 

 

施施策策目目標標１１１１  自自然然環環境境とと調調和和ししたた国国営営公公園園のの整整備備促促進進                         ■■ 

 

国営アルプスあづみの公園を核とした地域振興を進めるため、既存の観光資源と連携した周遊型観光の創出や、県内外への誘客宣伝に取り組みま

す。 

 また、国営アルプスあづみの公園の活用については、地域住民、関係機関や団体等との協議を進め、新たな地域住民の参加型事業などの検討を進

めるほか、未整備エリアの整備促進や周辺地域の整備促進、関係団体やボランティア等と連携した公園周辺の美化活動等を推進します。 

 

【国営公園の整備促進と有効活用】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

国営公園整備の促進 ◆国営アルプスあづみの公園内の、未整備エリアの整備促進と周辺

地域整備促進 

建 設 課 

国営アルプスあづみの公園及び周辺地

域整備促進期成同盟会により、未開園

エリアの整備促進要望を実施してい

る。（H2８年度に概成開園予定） 

A 
（H26:A） 

（H25:A） 

周辺地域の環境美化の

推進 

○国営アルプスあづみの公園周辺道路について、ボランティア団体

等との協働による美化活動の推進 

地元自治会及び地区環境整備対策団体

により、あづみの公園線や大崎西原線

などの周辺道路の緑化、及び除草等の

定期的な美化活動や環境整備を実施し

ている。 

A 
（H26:A） 

（H25:A） 

国営公園を生かした地

域活性化の促進並びに

啓発活動の推進 

◆国営アルプスあづみの公園を生かした地域振興推進会議等を中

心に、関係機関や団体等と連携によるイベント等の開催 

○県内外へのＰＲ活動、啓発活動による全国への周知 

観 光 課 

関係団体等と連携しイベントを開催す

るとともに、市や観光協会の HP、メー

ルマガジン等により情報発信を行って

いる。冬期には、イルミネーション等

のイベントを開催し誘客を図ってい

る。 

A 
（H26:A） 

（H25:A） 

国営公園の活用と共存 ○国営公園の学校教育、生涯学習、地域活動、調査研究活動等への

活用方法の検討 

○国営公園と連携した周遊観光の創出 

学校教育や生涯教育等での活用につい

て関係機関に働きかけを行い、活用の

場の拡大に努める。 

周遊バスのルートに国営公園を入れ、

周遊観光に取り組んでいる。 

B 
（H26:B） 

（H25:B） 



様式第１号 

 

 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

国営公園の有効活用が図られていると思う市民の割合 54.1% 70.0% 

 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

― １７１４４ 国営公園振興事業 観光課 

公園管理事業 １８４３１ 公園管理事業 建設課 



様式第１号 

 

施施策策目目標標１１２２  潤潤いいととゆゆととりりののああるる公公園園･･緑緑地地･･里里山山のの整整備備とと緑緑化化のの推推進進             ■■ 

 

公園は、市民の憩いの場や交流の場としてだけでなく、大町を訪れる人々に安らぎをあたえるほか、地球温暖化防止や災害時の防災機能などを担

う重要な施設です。環境と調和した魅力ある市街地を形成するため、公園や緑地の整備を推進するとともに、市民との協働による公園美化活動を推

進します。 

また、市民ボランティア等との協働による里山の整備や緑化を推進します。 

 

【身近な公園の整備】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

市街地の小公園の整備 

○ポケットパークの有効活用 

○最も身近な公園として日常的に利用できる小公園の整備 

建 設 課 

現在のポケットパークを適正に維持管

理することで公園利用者の安全と利便

性の向上を図る。高齢化社会となり、

地域のボランティア活動による清掃活

動が困難となる地域が出てきている。 

B 
（H26:B） 

（H25:B） 

多様な機能・用途に対

応した公園の整備 ○地域防災計画との整合を図った公園の防災機能の強化 
見直しを予定している地域防災計画と

整合を図った機能強化が課題となる。 

B 

（H26:B） 

（H25:B） 

親水施設の整備 

◆水や川に触れることのできる親水施設の整備 

Ｈ２６年度に、西公園内に親水施設が

整備され、親子連れをはじめとして、

新たな公園利用者の憩いの場が創出さ

れた。 

A 
（H26:A） 

（H25:B） 

 

【潤いのある公園の維持】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

安全かつ適正な公園の

維持管理 
○利用者に利便性や快適性を与えるための安全かつ適正な公園機

能の維持 
建 設 課 

公園遊具は専門業者による年１回の定

期点検及び職員による月１回の日常点

検を実施しているが、年々老朽・劣化

に伴う破損も増加しており、今後、計

画的な更新が必要な状況である。 

また、公園に付帯するその他の施設に

Ｂ 
（H26:B） 

（H25:B） 
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ついても、安全かつ適正な維持管理に

努めている。 

協働による公園の維持

管理 

○自治会、老人クラブ、育成会、ボランティア団体などとの連携、

協働による公園の維持管理 

ポケットパークや市民の森など地元自

治会や住民参加により維持管理を行政

との協働で行っているが、高齢化社会

となり、地域のボランティア活動によ

る清掃活動が困難となる地域が出てき

ている。今後、積極的な市民参画が課

題である。 

B 
（H26:B） 

（H25:C） 

 

【緑豊かなまちづくりの推進】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

水とみどりのまちづく

りの推進 ○歴史的・文化的特性を生かし、環境と調和した魅力ある市街地を

創造するための水と緑のまちづくりの推進 

◆街路樹等の保全 

建 設 課 

都市計画道路の街路樹等の適正な管理

及び保全に取り組んでいる。また、当

市の豊富な水を活かした「せせらぎ」

のあるポケットパークの維持管理を適

切に行い、潤いのある水と緑のまちづ

くりに努めている。 

B 
（H26:B） 

（H25:B） 

おたんじょ桜の里づく

りの推進 

○次代を担う子どもたちの誕生を祝い、記念する桜の植栽の促進

と、２１世紀にふさわしい桜の名所の形成 

毎年、実行委員会を開催し市内の小学

１年生を対象とした「おたんじょ桜の

記念植樹祭」を開催している。H27 年

度までは国営公園内で実施する予定で

ある。 

A 
（H26:A） 

（H25:A） 

 

【里山の整備と有効活用】 

具体的な施策 内    容 担当課 取り組みの状況・課題等 進捗状況 

里山の整備と有効活用 

○地域住民等との協働による身近な里山の整備 

農林水産課 
森林整備地域活動助成事業による里山

整備に助成を行っている。 

Ｃ 
（H26:B） 

（H25:B） 

美 麻 支 所 森林整備地域活動助成事業により、里 Ｃ 
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山の整備を助成している。 （H26:A） 

（H25:A） 

□市民意識調査 

調 査 項 目 基準値 目標値 

身近に利用できる公園が整備されていると思う市民の割合 67.1% 75.0% 

 

◇施策に係る対象事業 

実施計画名 事務事業№ 事業名（予算書） 担当課 

森林整備地域活動支援事業 １６３１５ 森林整備地域活動助成事業 農林水産課 

－ １８４１３ おたんじょ桜事業 
建設課 

公園管理事業 １８４３１ 公園管理事業 

 


